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特定期間における課税売上高によ
る納税義務の判定に係る疑問点

平成23年度の改正において、基準期間におけ
る課税売上高が1，000万円以下の事業者であっ
ても、その年又はその事業年度に係る特定期間
における課税売上高が1，000万円を超える場合
には、その年又はその事業年度については納税
義務免除の規定は適用されず、課税事業者とな
ることとされた（消法9の2①）。
特定期間における課税売上高による納税義務

の判定においては、特定期間中に支払った給与
等の金額を課税売上高とすることができること
とされている（消法9の2③）。
この改正規定に係る種々の疑問点が寄せられ

ていることから、本稿ではそれらの疑問点の中
から実務に役立つと思われるものを紹介するこ
ととする。

事例1 未払給与の取扱い
当社は3月末決算法人であり、平

成27年4月から平成28年3月課税期間の納税義
務の判定において、その基準期間である平成25
年度の課税売上高は1，000万円以下となるが、
昨年から売上高が急伸し特定期間である平成26
年4月から9月までの課税売上高は1，000万円
超となった。
そこで、特定期間における課税売上高に代え

ることができる給与等の支払額の計算をしたと
ころ、当社の給与支払日は各月の月末としてい
るが、一部の従業員に対する平成26年9月分の
給与について未払となっており、未払額を加算
すれば1，000万円超となり、加算しなければ
1，000万円以下となることが判明した。
この未払い分の給与は、本来9月分として支

給すべきものであるから、特定期間において支
払った給与等の額に加算した上で特定期間にお
ける課税売上高に代える金額とすべきこととな
るか。

回答 未払いの給与等の金額は、課税売
上高に代えることができる給与等の

支払額に加算する必要はない。

検討 1 特定期間における課税売上高に
よる納税義務の判定

基準期間における課税売上高が1，000万円以
下の事業者であっても、その年又はその事業年
度に係る特定期間における課税売上高が1，000
万円を超える場合には、その年又はその事業年
度については納税義務免除の規定は適用され
ず、課税事業者となる（消法9の2①）。
2 特定期間における課税売上高に代えること
ができる給与等の金額
特定期間における課税売上高による納税義務

の判定においては、特定期間における課税売上
高に代えて「特定期間中に支払った」所得税法
第231条第1項《給与等、退職手当等又は公的
年金等の支給明細書》に規定する支払明細書に
記載すべき給与等の金額とすることができるこ
ととされている（消法9の2③）。
3 未払い給与等の取扱い
特定期間における課税売上高に代えることが

できる給与等の金額は2に記載のとおりであ
り、「支払った」給与等の金額であるから、未
払の給与等の金額は含まれないこととなる（消
法9の2③、消基通1‐5‐23（注））。

事例2 給与負担金の取扱い
当社は平成27年1月に資本金500

万円で設立した12月決算の法人である。
当社の事業は電気機器の部品の製造であり、

親会社からの発注に基づく受注生産であること
から設立当初から課税売上高は毎月5，000万円
程度になりそうである。
そこで、当社における特定期間における課税
売上高が1，000万円を超えることは明らかであ
るが、当社の従業員の多くの部分が親会社から
の出向社員であり、その社員に対する給与は親
会社が支払っており、当社は親会社に給与負担
金の支払いをしている。
このような実態において、親会社に支払う給
与負担金の額は、特定期間における課税売上高
に代えることができる給与等の金額に含める必
要があるか。

回答 出向元事業者に支払う給与負担金
の額は、特定期間における課税売上

高に代えることができる給与等の金額に含める
必要はない。

検討 特定期間における課税売上高によ
る納税義務の判定において、特定期

間における課税売上高に代えて特定期間中に支
払った給与等の金額とすることができることと
されているが（消法9の2③）、この場合には
「その事業者が」支払った給与等の金額となる
から、質問の親会社に支払う給与負担金は、出
向元事業者である親会社と出向先事業者である
当社との給与相当額の授受であり給与等の支払
いには該当しないことから、親会社に支払った
給与負担金の額は特定期間における課税売上高
に代えることができる給与等の金額には含まれ
ない。

事例3 非居住者に支払った給与等の額
当社は、資本金300万円で平成25

年4月に設立した3月決算の法人である。
第1期目の課税売上高は1，000万円未満であ
るが、第2期目である平成26年4月から本格的
に業務を開始したことから課税売上高も急伸
し、平成27年課税期間の特定期間である平成26
年4月から9月までの課税売上高は1，000万円
を超えている。
そこで、課税売上高に代えることができる特
定期間中に支払った給与等の額の計算を行った
ところ、支払った給与等の総額では1，000万円
を超えるものの、当社は外国法人の子会社であ
ることから、当社の役員の大半は非居住者であ
り、非居住者である役員に支払った給与等の額
を差し引いた総額は1，000万円を下回ることと
なる。
この場合の非居住者に支払った給与等の金額
は、課税売上高に代えることができる給与等の
金額に含めることになるか。

回答 特定期間における課税売上高によ
る納税義務の判定において、課税売

上高に代えることができる支払った給与等の金
額は、居住者に対して支払った給与等の金額で
あるから、非居住者に支払った給与等の金額は
含まれない。

検討 特定期間における課税売上高によ
る納税義務の判定において、特定期

間における課税売上高に代えて特定期間中に支
払った給与等の金額とすることができることと
されているが（消法9の2③）、この場合の課
税売上高に代えることができる給与等の金額
は、所得税法第231条第1項に規定する支払明
細書に記載すべき同項の給与等の金額とされて
おり、同項においては「居住者に対し国内にお
いて給与等、退職手当等、又は公的年金等の支
払をする者は」とされていることから、この規
定は居住者への支払いに限定されることになる。

したがって、特定期間中に非居住者に支払っ
た給与等の金額は課税売上高に代えることがで
きる給与等の金額には含まれないことになる。

事例4 特定期間における給与等の支払額
を課税売上高とする特例を選択しな

いことの可否
私は、不動産賃貸業を営む個人事業者で、事
業開始以来免税事業者であった。
しかしながら、昨年平成26年は新規に事業が
加わったことにより特定期間における課税売上
高が1，100万円となった。
なお、この期間の給与等の支払額は妻に対す
る専従者給与の90万円のみである。
私は、現在新規の賃貸ビルを建設中で本年中
に完成引渡しを受ける予定であり、可能であれ
ば消費税の還付を受けるつもりである。
そこで、私が消費税の還付を受けるためには
消費税課税事業者届出書を提出すればよいの
か、それとも課税事業者選択届出書を提出して
課税事業者となる必要があるか。

回答 特定期間における課税売上高とし
て給与等の支払額によるか否かは、

事業者の選択によることとなるから、還付申告
をするために本来の課税売上高により納税義務
の判定をし、「課税事業者届出書（特定期間用）」
を提出する方が有利となる。

検討 1 給与等の支払額による納税義務
の判定

特定期間における課税売上高に代えて給与等
の支払額に基づき判定するのは、「給与等の支
払額を課税売上高とすることができる。」もの
であり、事業者の選択によることになる。
このことからすれば、事例においては、特定
期間における課税売上高が1，000万円超であ
り、特定期間中の給与等の支払額が1，000万円
以下であるから、給与等の支払額を課税売上高
とする選択をしない限り消費税法第9条の2第
1項の規定により課税事業者になることとな
る。
したがって、事例においては当課税期間にお
いては消費税法第9条の2第1項の規定により
課税事業者となるから、還付申告をするための
課税事業者の選択は必要ないことになる。
2 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った
場合の規制の適用
事例の場合においては、本来の課税事業者と
して還付申告をすることになるから、課税事業
者を選択した事業者が調整対象固定資産の課税
仕入れ等を行った場合の3年間の事業者免税点
の不適用（消法9⑦）、簡易課税制度の選択の
制限等（消法37②一）の規定の適用対象にはな
らず、簡易課税制度を選択した場合には3年後
の税額控除の調整も必要ないことになる。
したがって、事例のような場合には、特定期
間における給与等の支払額を特定期間における
課税売上高に代える選択はせず、本来の課税売
上高に基づき課税事業者となるものとして消費
税の手続きをすることが有利となる。

注）内容は、平成27年1月1日現在の法令等
に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決
支援の一環として掲載しています。文中の税
法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私
見（参考意見）ですので、実際の申告等税法
の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任
において行ってください。
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